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自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
手
続
き
を
行
う
際
に
、
他
人
の

な
り
す
ま
し
や
改
ざ
ん
防
止
の
た
め
、
電

子
証
明
書
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
でｅ
―
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
ご

利
用
の
方
は
、
電
子
証
明
書
の
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

　

電
子
証
明
書
は
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
に
格
納
さ
れ
ま
す
の
で
、
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
あ
わ

せ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
受
付
場
所

　

市
民
課
窓
口
（
国
分
寺
・
石
橋
・
南
河

内
）

●
受
付
時
間

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
4
時
30
分

新
規
で
電
子
証
明
書
の
交
付
を
受
け

る
方
へ

●
対
象
に
な
る
方

下
野
市
に
住
民
登
録
の
あ
る
方

●
必
要
な
も
の

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち
で
な

い
方
は
、
電
子
証
明
書
の
申
請
の
際
に
あ

わ
せ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
）

・
本
人
確
認
書
類
（
顔
写
真
入
り
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
旅
券
等

顔
写
真
の
入
っ
た
官
公
庁
発
行
の
身
分
証

明
書
）

・
手
数
料　

５
０
０
円

※
本
人
確
認
書
類
が
無
い
方
は
、
照
会
書

に
よ
り
確
認
の
手
続
き
を
し
ま
す
。
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
及
び
電
子
証
明
書
の
発

行
ま
で
に
数
日
か
か
り
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

す
で
に
電
子
証
明
書
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
へ

　

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
３
年
間
で

す
。（
氏
名
、
住
所
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
は
、
有
効
期
限
内
で
あ
っ
て
も
失
効
し

ま
す
。）
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
有
効

期
限
（
10
年
間
）
と
異
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

電
子
証
明
書
が
失
効
し
て
い
る
場
合
、ｅ

―
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
の
確
定
申
告
等
に
使
う
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
有
効
期
限
が
分
か

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
方
は
、
電
子
証
明

書
の
交
付
時
に
発
行
し
た
「
電
子
証
明
書

の
写
し
」
や
「
公
的
個
人
認
証
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
」（http://w

w
w
.jpki.go.jp/

）

上
に
開
設
さ
れ
て
い
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
窓

口
」
を
利
用
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

電
子
証
明
の
更
新
を
す
る
方
へ

　

更
新
が
必
要
な
方
は
、
有
効
期
限
が
切

れ
る
３
か
月
前
か
ら
手
続
き
が
で
き
ま

す
。
電
子
証
明
書
は
、
更
新
の
手
続
き
を

と
っ
た
日
か
ら
３
年
間
有
効
に
な
り
ま
す
。

現
在
の
電
子
証
明
書
が
有
効
期
限
経
過
に

よ
り
失
効
し
た
後
で
も
、
新
し
い
電
子
証

明
書
の
発
行
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

●
必
要
な
も
の

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

・
本
人
確
認
書
類
（
顔
写
真
入
り
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
旅
券
等

顔
写
真
の
入
っ
た
官
公
庁
発
行
の
身
分
証

明
書
）

・
手
数
料　

５
０
０
円

※
本
人
確
認
書
類
が
無
い
方
は
、
照
会
書

に
よ
り
確
認
の
手
続
き
を
し
ま
す
。
電
子

証
明
書
の
交
付
ま
で
に
数
日
か
か
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

暗
証
番
号
を
間
違
え
て
ロ
ッ
ク
が
か

か
っ
て
し
ま
っ
た
場
合

　

電
子
証
明
書
は
、
不
正
利
用
防
止
の
た
め

に
暗
証
番
号
を
連
続
し
て
５
回
間
違
え
る
と

ロ
ッ
ク
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
入

力
を
間
違
え
て
ロ
ッ
ク
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た

り
、
暗
証
番
号
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に

は
、
市
民
課
窓
口
に
て
ロ
ッ
ク
の
解
除
や
パ
ス

ワ
ー
ド
の
再
設
定
等
の
手
続
き
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

・
本
人
確
認
書
類
（
顔
写
真
入
り
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
旅
券
等

官
公
庁
発
行
の
顔
写
真
入
り
の
身
分
証
明

書
）

お
願
い

※
電
子
証
明
書
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

身
分
証
明
書
の
よ
う
な
も
の
で
す
の
で
、
発

行
に
は
厳
密
な
本
人
確
認
が
必
要
で
す
。
申

請
に
は
、
ご
本
人
が
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
確
定
申
告
時
期
は
窓
口
が
混
雑
す
る
こ
と

が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て

お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

☎（
40
）５
５
５
７

ｅ
―
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用
し
て
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る
方
へ

電
子
証
明
書
の
ご
案
内

所得税・住民税申告相談のお知らせ 

広
報
し
も
つ
け　

24
･
２
月
号
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